
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

「令和４年度実施状況報告書」提出 

実習実施者は毎年 1回（5月 31日までに）、前年の 4月 1日から当年の 3月 31日までの技能実習に

ついて「実施状況報告書」（省令様式第 10号）を作成し機構に提出する必要がありますが、実習実

施者皆様のご協力により、5月 31日までに提出する事が出来ましたので、ご協力に心より感謝申し

上げます。 今後、報告書の内容に関して機構より問い合わせが発生した場合には、各実習実施者様

に確認させていただく事もございますので、引き続きご協力の程何卒宜しくお願い致します。 

 

適切な体制・事業所の設備、責任者の選任（※） 

・技能実習を行わせる事業所ごとに下記を選任していること。 

 

「技能実習責任者」（技能実習の実施に関する責任者）： 

技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、 

 かつ、過去３年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員 

 

「技能実習指導員」（技能実習生への指導を担当）： 

修得させる技能について５年以上の経験を有する常勤の役職員 

（技能実習を行わせる事業所に所属する者） 

 

「生活指導員」（技能実習生の生活指導を担当）： 

常勤の役職員（技能実習を行わせる事業所に所属する者） 

 

・ 申請者が過去５年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。 

・ 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。 
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 組合員の皆様へ 

 

今年も梅雨の季節を迎え、天候不順な日々が続きます。又 5月に真夏日が数日発

生するなど、今年の夏は例年以上に高温・多湿の天候が予報されておりますので、 

熱中症対策に留意願います。コロナ感染症は 5月 8日から第 5類に変更されまし

たが、引き続きうがい、手洗い、マスク着用等の感染症対策を徹底願います。 

 



技能実習制度の現状報告 

法務省より令和 4年末の技能実習制度に関する現状報告が公表されましたので、ご案内  

させていただきます。 

1)技能実習生の在留状況 

 令和 4 年末の在留技能実習生数は 324,940 人となり、コロナ感染症の影響を受けた令和 3 年末の

在留技能実習生数 276,123人に比べて 118％の伸長となった。 

（過去最高は令和元年末の 410,972人） 

2)国別技能実習生数 

 令和 4年末の在留資格「技能実習」総在留外国人国籍別構成比は下記の通り。 

 1位：ベトナム人  176,346人（54.3％）、 2位：インドネシア人 45,919人（14％） 

 3位：フィリピン人 29,140人（9％）、   4位：中国人 28,802人（8.9％） 

 5位：その他 44,733人（13.8％）  

3)職種別「計画認定件数（構成比）」 

 令和 3年度 171,387件 

   1位：建設関係       20.8％、 2位：食品製造関係 19.5％、  

3位：機械・金属関係 14.9％、 4位：農業関係      9.6％ 

5位：繊維・衣服関係  5.7％ 

   その他 26.7％ 

4)「技能実習」に係る受入形態別総在留者数 

  令和 4年末では団体監理型が 319,546人（98.3％）、企業単独型が 5,394人（1.7％） 

5）技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 

  令和 5年 3月 31日時点での技能実習制度 移行対象職種・作業一覧（添付ファイル） 

  では、87職種 159作業となっている。 

 

労働安全衛生管理の徹底について 

技能実習生の労働安全衛生管理について、労働安全衛生法に基づき確実な実施をお願い致します。  

組合企業事業者は労働者の安全と健康を確保する事が基本責務であり、実習生は労働災害を防止するた

めに必要な事項を遵守する事が求められています。   

特別教育の必要な業務●クレーン（つり上げ荷重 5トン未満）、移動式クレーン（つり上げ荷重 1トン

未満）の運転●玉掛け作業（つり上げ荷重 1トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの）     

●フォークリフト等荷役運搬機械（最大荷重 1トン未満のもの）の運転 ●動力プレスの金型等の取り

付け、取り外し、調整・アーク溶接など 

又、安全靴、ヘルメットの着用等の遵守の徹底をお願い致します。 

 
緊急連絡先（24 時間） 

【事務局】      TEL ：048-755-9591    FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】   080-4467-1738(髙橋) 070-3667-8667（杉戸）  090-2323－7188（王） 

 




